


（訳 文） 

 

委 任 状 
 

英国 SW1Y 6AL ロンドン市、セント・ジェームスズ、ビュリィストリート 25 に住所を有

する英国の投資マネージャーであるアセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド（以

下「株主」という。）は、証書形式の本委任状により、〒100-0005 日本国東京都千代田区丸

の内 3－4－1 新国際ビル 9 階に事務所を有する祝田法律事務所の弁護士川村一博を、株主

のため及び株主の名義で、株主を代理し及び行為するため、完全な代理権及び取消権を有

する真正かつ適法な代理人として、本書をもって任命、指名及び選任する。 

 

弁護士は、本書をもって、以下の事項の一切を行う権限を付与される。 

 

(1) 株主の Electronic Disclosure for Investors’ NETwork システム（EDINET）への登録 

(2) EDINET を通じ、株主の代理人として、株主の開示書類の提出を行うこと。 

(3) 復代理人を選任すること。 

(4) 上記の行為との関係で、株主のために又は株主を代理して行う一切のその他の行為。

これは、本書において付与された上記の権限の遂行に必要又は付随的な一切のその他

の行為を含むものとする。 

 

本委任状は、日本法に準拠し、同法に従って解釈され、株主が上記の弁護士に解除の通知

をしない限り、有効に存続する。 

 

以上を証するため、株主は、2020 年 2 月 26 日付で、正当に権限を与えられた取締役又は役

員をして、株主の名において及び株主を代表して本委任状に署名せしめた。 
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